
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  単身赴任者の帰宅費用 

Ｑ：このたび、支店に社員を転勤させます。

単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負

担しようと思っていますが、問題ないです

か？  

 

Ａ：職務遂行上必要な出張に付随して帰宅

するという場合は問題ありませんが、職務と

関係ない帰宅費用は給与課税の対象となりま

す。 

【解説】 

給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則

として、給与課税の対象になりますが、次の

旅行をするために支給を受けるものについて

は、非課税とされています。 

①  勤務をする場所を離れてその職務を遂行

するための旅行 

②  転任に伴う転居のためにする旅行 

③  就職又は退職した者がその就職又は退職

に伴う転居のためにする旅行 

④  死亡による退職をした者の遺族がその退

職に伴う転居のためにする旅行 

つまり、いわゆる出張といわれる費用や転

勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのよ

うな帰宅費用は課税になるわけですが、単身

赴任者については、職務遂行上必要な旅行に

付随して帰宅のために旅行を行った場合に支

給される旅費については、これらの旅行の目

的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂

行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費

の額が適正と認められるものである場合は、

非課税として取り扱ってもよいこととされて

います。 
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